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１．はじめに
　本稿は、アセアン諸国の知的財産制度について、
複数回に分けて紹介するものである。今回は、マレー
シアの知的財産制度のうち、商標法、著作権法を中
心に解説する。

２．総論
　マレーシアでは、近年、知的財産制度の整備が推

進されており、2011年２月には、特許・商標規則改
正により、電子出願や早期審査制度が導入されてい
る。また、2013年７月には、意匠法改正により、世
界公知の採用や保護期間の改正（最長15年から最長
25年へ改正）がなされている。
　知的財産分野において、マレーシアに対して、日
本からさまざまな協力が行われている。例えば、マ
レーシアの修正実体審査については、日本国特許庁
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がその所定特許庁となっている。また、2013年４月
からは、マレーシア知的財産公社が受理したPCT
国際出願に対する国際調査・国際予備審査について
は、日本国特許庁がその管轄を担当している。さら
に、2014年10月からは、日本国特許庁とマレーシア
知的財産公社との間で特許審査ハイウェイの試行プ
ログラムが実施されている。
　最近では、2015年１月に、マレーシア知的財産公
社と日本国特許庁の協力関係の更なる強化のための
覚書が取り交わされている。具体的には、実体審査
能力の強化や方式審査自動化支援等が盛り込まれて
おり、この覚書に基づいて、2016年度は、特許審査
官の派遣のほか、異議申立制度及び審判制度に関す
る意見交換が行われた。

３．商標法
　マレーシア商標法は、2003年３月３日に改正法が
施行され、現在に至っている。以下では、この改正
法に基づいて解説する。（以下、この章では、括弧
書の条文は、特に指示がない場合には、マレーシア
商標法の条文を示す。）
（１）保護対象

「商標」とは、「商取引の際に、商品又はサービ
スと商標権者又は登録使用者との関係を表示する
ために、その商品又はサービスに関して使用さ
れ又は使用を予定されている標章」として定義さ
れ、「標章」とは、「図案、ブランド、標題、ラベル、
チケット、名称、署名、単語、文字、数字又はこ
れらの組合せを含むもの」として定義されている

（３条（１））。
このように、「商標」は、表示できるものである

ことから、音や匂いは商標として登録を受けるこ
とができない。なお、連合商標（22条）、連続商
標（24条）、証明商標（56条）､防護商標（57条〜
60条）は、保護を受けることができる。
　※連合商標（22条）

同一又は密接に関連する商品又はサービスに
ついて、同一の商標権者の名義で登録されている

（もしくは登録出願の対象となっている）別の商
標と同一である商標、又は、商標権者以外の者が
使用した場合、別の商標と誤認もしくは混同を生
じさせるおそれがある程に類似している商標。
　※連続商標（24条）

一の類における同一の商品又はサービスに関す

る複数の商標が重要な特徴において相互に類似す
る商標。

（２）登録要件（絶対的登録要件／識別性）
商標が登録可能なものであるためには、次の少

なくとも１つを含むか又はこれより構成されるも
のでなければならない（10条（１））。

（a）特別又は独特な態様で表示される個人、会社
又は事業所の名称

（b） 登録出願人又は承継人の署名
（c） 考案された語
（d） 商品又はサービスの性質又は品質に直接言及

せず、かつ、地理的名称でも人の姓でもない語
（e） その他の識別性を有する標章

上記（a）〜（d）の何れにも該当しない名称、
署名又は単語は、それが証拠により識別性を有す
るものと証明されない限り、登録することができ
ない（10条（２））。

（３）登録要件（絶対的登録要件／不登録事由）
標章又は標章の一部が次の何れかに該当する

ときは、商標として登録を受けることができない
（14条（１））。
（a） その使用が公衆に誤認若しくは混同を生じさ

せるおそれがあるか又は法律に違反する標章
（b） 中傷的若しくは侮辱的な事項を含むか又はそ

のような事項で構成され、又はその他裁判所の
保護を受けるのに適格でない標章

（c） 登録官の判断において、国の利益又は安全を
害し若しくは害するおそれのある事項を含む標
章

（d） 同一の商品又はサービスについて、マレーシ
アにおいて周知の他人の標章と同一又は極めて
類似する標章

（e） 登録出願に係るものと同一でない商品又は
サービスについて、マレーシアにおいて周知で
ある登録商標

ただし、登録出願に係る商品又はサービス
に関する標章の使用がそれら商品又はサービス
と当該周知商標の所有者との間の関係を示唆し、
そのような使用により当該所有者の利益が害さ
れるおそれがあることを条件とする。

（f） 表示された領域を原産地としない商品に係る
地理的表示を含むか又はそのような表示で構成


